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はじめに 

 

大阪市において平成 4(1992)年に｢生涯学習大阪計画｣が策定され、東住吉

区では平成 12(2000)年に平成 17(2005)年度までを計画期間とする｢東住

吉区生涯学習推進計画｣を策定しました。 

この中で、｢人権教育｣、｢家庭教育｣｢学校教育｣を生涯学習の基礎と位置付け、

区民の皆様の協力のもと、体制整備に努めてまいりました。 

この間、社会状況は、大きく変化してきました。児童虐待や子どもを巻き込

んだ犯罪の増加、さらにひきこもりやニートなど青少年をめぐる問題、高齢化

社会の本格的到来、そして市・区両方の生涯学習計画の中で重点的に取り組ま

れてきた人権問題においても、5年のあいだに新たに浮かび上がってきたさま

ざまな課題があります。 

このような状況の中で、市民の学習活動は、生きがいや心の豊かさ、新たな

知識や技術などを獲得するための学習のみならず、社会の変化に伴うさまざま

な課題に対応するための学習活動などの分野に着実に広がってきています。 

当初計画から14年を経て策定された大阪市の｢生涯学習大阪計画｣(平成17

年)の中で、｢学習圏｣を｢広域｣｢区域｣｢小学校区｣に再編するとされています。 

これを受けて策定しましたこのたびの｢東住吉区生涯学習推進計画｣において、

｢小学校区｣を中心とした｢教育コミュニティ｣づくりについて、学習による人と

人との集いを通じて地域社会における連帯や新しい絆が形成されることや、学

習の成果を活用することにより豊かで活力ある地域づくりが行われることなど、

生涯学習活動とその成果を生かした｢地域をささえる『まなび』づくり｣を通じ

て、｢地域の教育力｣向上を目指します。 

さらに区内の法人、NPO、企業や区民ボランティアなどと協働し、よりニー

ズに合った学習機会を提供し、市民の主体的な学習や活動を支援することを基

本とし、自ら課題解決のために考え提案できる力、主体的に生きるための力、

自己実現のための力といった「市民力」の育成を図ります。 

今後、この計画に基づいて、生涯学習関連施設、各団体、各機関と連携を図

りながら、生涯学習活動の推進に努めてまいりますので、一層のご理解、ご協

力をいただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

東住吉区長  野村勝彦 
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第 1章 生涯学習が必要とされる背景および今後の展望 

  

「生涯学習」とは、自己の充実や、生活の向上、職業能力の向上などのため

に、自分の自発的な意志に基づいて、自分に適した手段や方法で、生涯にわた

って行う学習活動を指し、学校や社会の中で、組織的・意図的におこなわれる

学習活動だけではなく、スポ－ツ・趣味・レクリエ－ション・ボランティア活

動などの中でも行われると定義されてきました。 

大阪市においては、平成4(1992)年に策定された｢生涯学習大阪計画｣の中で、

「『生涯学習』は、基本的人権、自由、民主主義、ノーマライゼーションなど、

人間尊重の考え方を基礎として、一人ひとりが、人生のあらゆる段階や場面に

おいて、自己を高め、生きがいのある生活をおくるため、自ら進んでおこなう

学習のことです。『生涯学習』の活動は学習の成果を社会に広げ、よりよい社会

の変革を担っていくという側面を併せ持っています。」と、個人の資質向上にと

どまらず、社会の形成に寄与する面についても言及しています。 

 

「生涯教育(Lifelong Integrated Education)」の考え方は、昭和40(1965)

年にユネスコの成人教育部門の責任者であったポール・ラングランによって提

唱され、「教育される側」から「学習する側」に主体性を重視した考え方の出現

を背景に、「生涯学習（Lifelong Learning）」という考え方へと発展していきま

した。また、昭和60(1985)年にユネスコの「学習権宣言」が「学習すること

はすべての人の権利である」と明言しています。 

 

わが国においても、昭和56(1981)年に中央教育審議会が「生涯学習につい

て」、昭和59(1984)年に臨時教育審議会が「生涯学習体系への移行」答申を出

し、昭和63(1988)年には文部省に「生涯学習局」を設置し、生涯学習推進体

制を整備していくことになりました。そして、平成2(1990)年には「生涯学習

の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(生涯学習振興法)を策

定・施行し、平成4(1992)年 7月には生涯学習審議会による初めての答申「今

後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」が出されました。 

 

こうしたなか大阪市では、平成4(1992)年に「人間尊重の生涯学習都市・大

阪を目指して｣｢いつでも、どこでも、だれでも学べるまちづくり｣を目標に、「生

涯学習大阪計画」が策定され、重点計画として、生涯学習支援システムの構築

があげられています。 

学習に関する距離的な範囲を｢広域｣｢ターミナル｣｢地域｣の 3 つの学習圏と設

定し、区については｢地域生涯学習支援システム｣の構築を目指し、具体的施策
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として｢生涯学習ボランティアの発掘と組織づくり｣｢地域に開かれた学校づく

り｣｢区における生涯学習の推進｣があげられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東住吉区では、これを受けて平成 13(2001)年に｢東住吉区生涯学習推進計

画｣を策定しました。 

｢人権教育｣｢家庭教育｣｢学校教育｣を生涯学習の基礎と位置付け、｢まちづく

り｣｢学習機会・場の提供と充実｣｢情報提供・学習相談の充実｣｢区民文化の創造

と伝統文化の保存・復興｣｢指導者・人材の養成と活用｣を具体的施策として挙げ、

一定の成果をおさめてきました。 

 

さて、「生涯学習大阪計画」策定後13年、｢東住吉区生涯学習推進計画｣策定

後 5 年を経た今、社会のありかたをはじめ、生涯学習をめぐる状況は変化しつ

つあります。市民の学習活動は、生きがいや心の豊かさ、新たな知識や技術な

どを獲得するための学習のみならず、社会の変化に伴うさまざまな課題に対応

するための学習活動などの分野に着実に広がってきています。 

 

社会においては、児童虐待や子どもを巻き込んだ犯罪の増加、不登校やひき

こもりなど、青少年が、社会の一員として健全に育つにあたっての問題が増加

の一途をたどっています。都市化、核家族化等に伴う地域の人間関係の希薄化

現在 平成 18 年(2006 年)～ 

（総合生涯 
  学習センター） 

ターミナル 
（市民学習センター） 

地域 
（生涯学習ルーム） 

広域 

「広域」 

全庁的な企画推進 

「小学校区」「区域」学習圏の支援 

「区域」 
小学校区の集合体 

区内各種機関・施設間のネットワーク 

「小学校区」 
市民に最も身近な日常生活圏 
「教育コミュニティ」づくりの基本単位 

生涯学習支援システムの概念図 
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は、かつては身近にいた子育て経験者のアドバイスを得る機会の減少をまねき、

保護者の自信や自覚の欠如による子どもの過保護・過干渉、放任等が見られる

など、家庭の教育力の低下が問題となっています。また、少子化によって、日

常生活の中で子ども同士でぶつかりあいながら、相手への思いやりや自己主張

することを学び成長していくことは望めなくなっています。 

家庭は、人格の形成の基礎となる教育の場であり、幼児期から継続して、社

会の一員になるための教育を行うべき場です。このような家庭の教育力を回復

させるためには、保護者自らが役割と責任を自覚し、子どもに向き合うことが

できるようになることが肝要であり、そのためには、地域社会の中で、家族と

しての活動の場や機会を提供し、参加をよびかけ、学校と家庭、地域が連携し

て子どもの全人的な発達を支援する｢地域の教育力｣を向上させる必要がありま

す。これは、地域全体にとっても、学習による人と人との集いを通じて地域社

会における連帯や新しい絆が形成されることや、学習の成果を活用することに

より豊かで活力ある地域づくりが行われることなど、生涯学習活動とその成果

を生かした活動が、地域の人々の連帯感や共同意識の再生、地域社会の活性化、

社会的なマナーとルールに従った「生きる力」を備えた青少年の育成に生かさ

れる可能性を持ち、生活力の向上につながってくると考えられます。 

 

また高齢者人口が増える一方で、年功主義から能力主義へと変化する雇用形

態や、広がる傾向にあるといわれる所得格差に関して、生活保障の面では不安

感を抱く人が増えています。このような社会状況にあって、絶えず新しい知識

や技術を習得し有効に活用することが必要となっており、そのために生涯学習

の果たすべき役割に期待が寄せられています。 

 

 このような社会の変化に対応するために、学習によって自己の能力向上に努

める一方で、効率優先・経済重視だけではなく、｢人間尊重｣に重点をおいた生

涯学習活動の必要性が重要視されています。 

男女共同参画、多文化共生、環境など、昨今の急激な社会変化のもとで、外

国籍住民や障害のある人をめぐる問題、高齢者、子どもをめぐる問題、男女共

同参画に関わる問題や同和問題に加え、ＨＩＶ感染者・ハンセン病回復者等に

たいする偏見や差別意識による人権問題、個人情報保護をめぐる問題など新た

な課題が生起しており、一人ひとりの人権を尊重し差別のない共生社会を実現

することがいっそう重要となっています。 

 さらに、社会や経済のグローバル化にともない、近年新たに滞在・居住する

外国人が増加しつつあり、互いの文化の違いや、多様なアイデンティティを認

めあい、同じ地域社会の構成員として共生していくことをめざして、交流を進

め、相互に理解を深めることが大切です。 
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大阪市では、平成 11(1999)年に「大阪市人権行政基本方針」、平成

17(2005)年に「大阪市人権教育・啓発推進計画」を定め、また、平成17(2005)

年に策定した大阪市基本構想においても、「大阪に集い、暮らし、活動する人び

とが互いに人権を尊重し、将来にわたる安心を感じ、自らの夢に挑戦できるま

ち」を、めざすべき将来像として掲げています。 

このような社会を形成するためには、市民が自らに適した手段・方法で、主

体的に生きる力を身につけ、自己実現を図るばかりでなく学んだ知識・技術等

をまちづくりに活かしながら、再び課題に直面したときにまた新たな学習に取

り組む、という「まなび」と「行動」が循環する市民主体の循環型「生涯学習

社会」づくりが求められているのです。 

 

 東住吉区生涯学習推進計画は、「大阪市基本計画 2006-2015」および「生

涯学習大阪計画」の内容を受けた当区の基本計画であり、生涯学習大阪計画の

実効性を確保し、補完するものとして位置づけます。「地域を支える『まなび』

づくり」を基本理念とし、地域から「生涯学習社会」をつくっていくことを目

指し、区が取り組むべき生涯学習施策の体系とその基本的な方向を明らかにし、

施策の総合的、効果的な展開を図ることを目的として、今回策定するものです。 

策定および実施にあたっては、生涯学習に関連する区内の事業すべてをこの

計画の対象とし、国および大阪府下の各種審議会等の答申や提言、また、それ

らに基づいた施策との整合に配慮します。  

計画の期間は10年で、その目標年次は平成27(2015)年とします。 

 

 生涯学習施策を体系づけ、推進の方向を定めるにあたっては、以下の点を基

本的な留意点とします。 

 

1 生涯学習活動は、区民一人ひとりの内なる動機に基づいて行われることが
前提であり、区の役割はそれを引き出すためのコーディネーター役である

と認識します。 

2 区長の諮問機関として設置した、区民と有識者から成る東住吉区生涯学習
推進区民会議の提言を尊重します。 

3 地理、歴史、文化、産業面などにみられる東住吉の地域特性を生かします。 
4 生涯学習推進事業を具体的に進めるにあたっては、区民会議の構成団体と
十分協議し、効果的に事業を推進します。 
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第２章 区の概要と区生涯学習の現状  

 

１ 区の概要～区生涯学習計画の策定から5年を経て 

(1)地理的特性          

東住吉区は、市の南部に位置し、東は平野区、西は阿倍野区・住吉区・北は

生野区に接し、南は大和川をはさんで松原市に隣接しています。昭和18(1943)

年４月大阪市が24区制となった際、住吉区から分区し、東住吉区として誕生

しました。さらに昭和30(1955)年４月矢田・長吉・瓜破・加美の中河内４カ

村を編入し区域を拡大、同49年(1974)年 7月 22日に分区(東住吉区・平野

区)して、現在の行政区域となりました。 

 東住吉区一帯は古代から開け、戦前から知られた桑津遺跡をはじめ、近年で

は杭全、山坂、照ヶ丘矢田では弥生時代の集落遺跡が確認されています。区内

の東部にある鷹合、桑津、山坂の一帯にはかつて大きな古墳群があったことが、

江戸時代の地籍図や古墳にまつわる伝承などから推定されています。大和が政

治の中心地となった時代には、海路を経て大阪湾から大和へ至る交通路にあた

る当区一帯は、渡来人をはじめ政治、文化に関係する多くの人たちが集落を形

成していたことが、区内各地に残る社寺跡からもうかがえます。 

 江戸時代に大和川の付け替え工事が行われると、大阪―奈良間の物資運搬に

大和川の舟運が用いられ、阿麻美許曽神社付近に船着場が設けられたと文献に

あります。 

また、下高野街道、庚申街道などの旧街道ぞいには古い町並みが残り、歴史

資源に富む一方で、分区以前には市内でも最も多くの農地・農家を有する近郊

農業の盛んな土地柄でした。現在も区内南部に一部の農地が残り、大和川の自

然景観とともに市内ではあまり見られない田園風景を作り出しています。 

昭和初期から市街化が進み、特に第２次世界大戦後から昭和40(1965)年に

かけての市街地化は急激であり、今日ではほとんどが閑静な住宅区域となって

います。 

 

治水対策としては、市東南部における浸水の抜本的解消を図るため昭和６０

(1985)年３月に着工された「なにわ大放水路」が平成１２(2000)年４月１日

から本格稼働を開始しました。平野区爪破交差点を起点として、都市計画道路

敷津長吉線を通り、住之江区泉２丁目の住之江抽水所に至る幹線8.5kmと、こ

れに接続する準幹線3.7km、総延長12.2kmの大下水道幹線です。幹線に集め

た雨水は、毎秒73立方メートルの排水能力を有する住之江抽水所(ポンプ場)

から住吉川に排水され、これによって市内南部の浸水被害のおそれがなくなり

ました。 
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 区内の交通機関は、阿倍野区に隣接する西側にＪＲ阪和線、中心部では昭和

62(1987)年に高架化された近鉄南大阪線、地下鉄谷町線、北部にはＪＲ大和

路線が東西に、さらに、市営バスも運行されており、区内の各地域は、大阪都

心に直結する利便性があります。一方、ラッシュ時の踏切通過難や車の渋滞解

消にむけ、平成11(1999)年に着工された JR 阪和線の高架化工事は、平成

16(2004)年に上り線が高架部に切り替わり、平成18(2006)年度中には区内

全線での高架化工事が完成する予定です。さらに、阪和線沿いにおいて、広幅

道路として防災機能を備えた幹線道路「天王寺大和川線」の整備事業が平成

16(2004)年度に始まっています。渋滞緩和のみならず、高架下の有効利用や、

道路沿いの緑地整備などによって新たなコミュニティ空間が生み出されること

が期待されます。 

平成 14(2002)年に運行が始まった赤バスは現在「東住吉北ループ」と「東

住吉南ループ」の2路線が運行されています。区内の東西間に鉄道路線が存在

しないため、東西間の移動は市バスに頼らざるを得ませんが、赤バスの運行に

より、幹線道路以外の道路網にもバスネットワークが行き届き区民の足となっ

ています。 

地下鉄８号線(今里筋線)は井高野-今里間が平成12(2000)年に着工され、開

業予定は平成18(2006)年度中となっています。当初の計画では、今里駅から

湯里駅までの 6.7km の延伸について、平成 18(2006)年度中の着工・平成

28(2016)年度の開業を目標としてきましたが、平成17(2005)年現在、予定

は凍結されています。 

 

 (2)人的特性 

東住吉区は、昭和18(1943)年に旧住吉区から分区し、さらに昭和49(1974)

年 7 月、分区(平野区の設置)により現在の行政区域となり、56,279 世帯

178,251人で発足しました。その後、人口の郊外への流出や高齢化、核家族化、

少子化の進行の影響を受けて東住吉区の人口も減少傾向にあり、平成

17(2005)年10月1日実施の国勢調査の結果によると、区の人口は134,997

人、世帯は60,279となっています。 

人口密度は、前回国勢調査時(14,302 人/㎡)から 13,856 人/㎡とやや減と

なっていますが、大阪市の平均(11,843 人/㎡)を上回り人口密度の高い区であ

ることがわかります。人口の多い地区を地域別にみると、前回の調査時には区

内2地区で10,000人を超えていた地区がありましたが、今回平成 17(2005)

年の国勢調査では、桑津地区の10,324人を最高に10,000人を超えている地

区はありません。桑津以外で区内で人口の多い地区は湯里、杭全となっていま

す。 

世代別人口は、平成 16(2004)年の推計人口によると、最も多い世代が 30



7 

～34 歳の 10,900 人、次いで多いのがその親世代と思われる 55～59 歳の

10,316 人となっています。いずれも勤労世代であることから、東住吉区の昼

間人口は、常住人口を1としたとき、0.87とやや下回る結果となっています。 

65歳以上人口の割合は、平成12(2000)年には、19.3%であったものが平

成 16 年には 21.7%となっています。分区直後の昭和 50(1975)年には

8.85％、昭和60(1985)年 12.54％、平成7(1995)年 16.32％というよう

に高齢化のスピードが速まってきています。 

また、東住吉区の職業分類では卸売・小売業・飲食店に従事する人の割合が

(32.2％)と最も多く次いでサービス業(24.7％)、製造業(19.5％)となっており

全体の８割の人がこれらに従事しています。また、産業別の増減を見ると、第1

次産業が、前回調査時から27%減と最も減少度合いが大きくなっています。 

 

第1次産業 第2次産業
農業 漁業 林業 鉱業 建設業 製造業

平成7年
    (総数)

東住吉区
     55,591

(総数) 150 0.3% (総数) 18,339 33.0%

平成12年 東住吉区 (総数) 109 0.2% (総数) 15,105 0.0%

(総数) 49,904 107 2 1 5,334 9,770

0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 19.6%

平成12年 大阪市 (総数) 1,296 0.1% (総数) 579,678 0.0%

(総数) 2,251,768 974 205 117 296 185,371 394,011

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 17.5%

第3次産業
電気・ガス・
熱供給・水
道業

運輸・
通信業

卸売・小売
・飲食店

金融・
保険業

不動産業 サービス業
公務
(他に分類さ
れないもの)

平成7年 東住吉区 (総数) 36,431 65.5%

平成12年 大阪市 (総数) 1,646,110 73.1%

15,346 161,425 653,978 98,577 50,013 617,649 49,122

0.7% 7.2% 29.0% 4.4% 2.2% 27.4% 2.2%

平成12年 東住吉区 (総数) 34,250 68.6%

433 2,569 16,054 834 1,064 12,347 949

0.9% 5.1% 32.2% 1.7% 2.1% 24.7% 1.9%

 

                       表 1 産業別人口
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町名
今林 1,557 1.1% 1,346 1.0%
杭全 8,569 6.1% 8,781 6.5%
今川 7,518 5.4% 7,692 5.7%
中野 5,295 3.8% 4,764 3.5%
桑津 10,425 7.5% 10,324 7.6%
北田辺 8,747 6.3% 8,559 6.3%
田辺 8,356 6.0% 7,601 5.6%
西今川 8,979 6.4% 8,482 6.3%
駒川 6,718 4.8% 6,384 4.7%
針中野 3,958 2.8% 3,722 2.8%
湯里 10,373 7.4% 9,860 7.3%
山坂 7,832 5.6% 7,865 5.8%
南田辺 7,473 5.4% 7,524 5.6%
東田辺 5,083 3.6% 5,076 3.8%
長居公園 378 0.3% 65 0.0%
鷹合 8,173 5.9% 8,614 6.4%
公園南矢田 8,164 5.8% 7,375 5.5%
矢田 7,071 5.1% 6,814 5.0%
照ヶ丘矢田 5,825 4.2% 5,566 4.1%
住道矢田 9,099 6.5% 8,583 6.4%
区合計 139,593 134,997

平成12年 平成17年

  表 2 町別人口 

 

0～4歳 6,201 5,790
5～9歳 5,776 5,904
10～14歳 5,971 17,948 5,737 17,431
15～19歳 7,134 6,069
20～24歳 9,764 7,986
25～29歳 1,162 9,587
30～34歳 10,438 10,900
35～39歳 8,920 9,829
40～44歳 7,579 8,368
45～49歳 8,042 7,266
50～54歳 10,965 8,608
55～59歳 10,309 10,316
60～64歳 9,673 10,164
65～69歳 9,066 9,086
70～74歳 7,210 7,929
75～79歳 4,936 5,813
80～84歳 3,129 3,731
85～89歳 1,860 26,987 1,985 29,735
90歳～ 786 1,191

平成12年 平成16年

65歳以上
人口

65歳以上
人口

15歳未満
人口

15歳未満
人口

 表 3 世代別人口推移 
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今林 今川 桑津 田辺 駒川 湯里 南田辺 東田辺 公園南矢田 照ヶ丘矢田 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

平成17年

平成12年

杭全 中野 北田辺 西今川 針中野 山坂 長居公園 鷹合 矢田 住道矢田 

グラフ 1 (表 2 をグラフ化したもの) 
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グラフ 2 (表 3 をグラフ化したもの) 

 
常住人口 昼間人口 昼間/常住 常住人口 昼間人口 昼間/常住

都島区 97,229 102,795 1.06 旭区 99,195 89,409 0.90
福島区 55,709 89,325 1.60 城東区 157,673 145,021 0.92
此花区 65,021 73,739 1.13 阿倍野区 103,771 117,708 1.13
西区 63,222 177,789 2.81 住吉区 161,039 142,915 0.89
港区 87,231 93,510 1.07 東住吉区 139,361 121,883 0.87
大正区 75,040 77,954 1.04 西成区 136,388 126,356 0.93
天王寺区 58,612 124,014 2.12 淀川区 163,271 218,410 1.34
浪速区 49,950 94,926 1.90 鶴見区 101,958 91,277 0.90
西淀川区 92,327 100,922 1.09 住之江区 135,232 144,483 1.07
東淀川区 183,686 168,778 0.92 平野区 201,682 185,221 0.92
東成区 78,346 83,488 1.07 北区 91,649 433,923 4.73
生野区 142,497 136,671 0.96 中央区 55,305 523,897 9.47

大阪市
(24区合計)

1,048,870 1,323,911 1.26

表 4 昼間人口と常住人口比較 
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2 区における生涯学習の現状 

(1)生涯学習ルーム 

 生涯学習ルーム事業は、地域社会における生涯学習活動の拠点として、小学

校の特別教室等諸施設を活用し、身近な場所で自主的な文化・学習活動や交流

の場と、多彩な講習・講座等、学習機会の提供を図ることを目的としています。

東住吉区内では、平成 2(1990)年度より順次開設し、平成 17(2005)年度に

は区内全小学校14校での実施に至っています。 

 

区内生涯学習ルーム一覧              (平成 17年 6月 15日現在) 

 

ル
ー
ム
名 

教室・講座名 実施曜日・時間 実施曜日・時間 

 民踊 第 2・4火曜 19:00～20:30 

 フォークダンス 第 1・3土曜 19:00～20:30 

育 習字 第 1・3水曜 19:00～20:30 

和 絵てがみ 第 2・4月曜 19:00～20:30 

 コーラス 第 2・4日曜 10:00～12:00 

 ガーデニング 
6・9・7・11・4月 

年間 5回 
10:00～12:00 

 書道 第 2・4木曜 19:00～21:00 

今 パステル画 第 3土曜  9:30～12:30 

川 木彫 第 2・4水曜 19:00～21:00 

 中国語 第 1・2・3水曜  19:00～21:00 

 陶芸 第 2・4土曜 13:00～16:00 

 英 会 話 第１土曜 10:00～11:30 

 ソフトエアロ 第２土曜 10:00～11:30 

田 川  柳 第３火曜 19:00～20:30 

辺 フラワーアレンジメント 第１木曜 10:00～11:30 

 自彊術 第 1,3 金曜 19:00～20:30 

 ハンドベル 第 2・4日曜 10:00～11:30 
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ル
ー
ム
名 

教室・講座名 実施曜日・時間 実施曜日・時間 

 書道 第 1土曜 14:00～16:00 

 茶道教室 （Ⅰ） 第 2・4日曜 9:30～12:00 

北 茶道教室 （Ⅱ） 第 2・4日曜 13:30～16:00 

 コーラス 第 1・3火曜 19:00～21:00 

 太極拳 第 2土曜 19:00～20:30 

 健康体操 第 1・3日曜 10:00～12:00 

田 
なるこ 

（よさこいソーラン） 
第 3土曜 10:00～11:30 

  楽しいクッキング 7月 23日(土) 9:30～11:30 

  紙しばい 9月 24日(土) 9:30～11:30 

  体力アップ作戦 11月 26日(土) 9:30～11:30 

辺  科学であそぼう H18 年 1月 28日(土) 9:30～11:30 

  茶道 H18 年 3月 25日(土) 9:30～11:30 

 
生涯スポーツ 

バドミントン 
第 1・3月曜 19:30～21:30 

 イングリッシュ 

ハンドベル 
第 2・4金曜 19:00～21:00 

矢 元気ｃｌｕｂ 第 4土曜 14:00～15:00 

東 コール・ロッサーナ 第 1・2・3金曜 19:00～21:00 

 健康体操 7月～12の第 1火曜 16:30～17:30 

矢

田 
手話 

10・11・12月の 

第 1水曜 
19:00～20:30 

北 フラワーアレンジメント 6～3月の第 1土曜 10:30～12:00 

 手芸 10～12月の第 2木曜 19:00～20:30 

 
   

親
子
で
フ
ァ
イ
ト 

矢
田
東 
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ル
ー
ム
名 

教室・講座名 実施曜日・時間 実施曜日・時間 

 陶芸教室 第 2・4土曜 14:00～16:00 

 コーラス教室 第 2・4金曜 15:45～17:15 

桑 英会話教室 第 1・3火曜 14:00～15:30 

 絵画(油絵)教室 第 1・3木曜 19:00～21:00 

 書道(夜)教室 第 1・3木曜 19:00～21:00 

 書道(昼)教室 第 2・4土曜 14:00～16:00 

 社交ダンス教室 第 1・3火曜 19:00～21:00 

津 俳画教室 第 2・4土曜 10:00～12:00 

 卓球教室 毎週土曜 19:00～21:00 

 ステンシル教室 第 2日曜 13:00～15:00 

 初級社交ダンス 毎週水曜 19:00～ 

南 コーラス 毎週金曜 19:00～ 

 書道 第 1土曜 10:30～12:30  

百 書道 第 1土曜  13:00～15:00  

 俳画 第 2土曜 10:00～12:00 

済 英会話 毎週火曜 19:00～21:00 

 料理教室 第 4土曜 10:00～12:30 

 パワーヨガ 第 1・3月曜 19:00～21:00 

矢 書道 毎週水曜日 19:00～ 

田 フラワーアレンジメント 第 1金曜 14:30～ 

 ビーズクラフト 第 3土曜 13:30～15:30 

矢 太  極  拳 第 2・4土曜 9:00～10:00 

田 習字 第 1・3木曜 19:00～21:00 

西 フラワーアレンジメント 第 3土曜 10:30～12:00 

 英会話教室 第 2・4木曜 19:30～20:40 
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ル
ー
ム
名 

教室・講座名 実施曜日・時間 実施曜日・時間 

 ビーズクラフト 第 1木曜 13:30～15:30 

南 パッチワーク 第 2・4月曜 14:00～16:00 

田 太極拳 第 2・4土曜 19:00～21:00 

辺 
ゴスペル＆ポップス 
M's  Cry 

第 2・4火曜 13:30～15:30 

 ゴスペル＆ポップス 
ONE and ALL 

第 4火曜 19:30～21:00 

 俳句 第 4水曜 14:00～16:00 

 
創作絵てがみ① ② 第 3木曜 

①10:00～12:00 

②13:30～15:30 

東 簡単ネイルアート＆ 
メイクアップの基礎 

第 2金曜 18:30～20:30 

 健康体操 第 3土曜 10:00～12:00 

 社交ダンス 第 1・2・3・4月曜 19:00～20:30 

田 書道 第 1・3火曜 10:00～12:00 

 ヨガ 第 2・4金曜 14:00～16:00 

 民謡（唄） 第 4土曜 14:00～16:00 

 コーラス 第 4金曜 19:00～21:00 

辺 フラワーアレンジメント 第 4土曜 10:30～12:00 

 苔玉 6・10月 第 1土曜 10:30～12:00 

 ガーデニング 5・11月 第 4木曜 10:30～12:00 

 英会話 第 1土曜 14:00～16:00 

湯 コーラス 第 1土曜 19:30～21:00 

 花に親しむ 年間 6回 第 3木曜 11:00～12:30  

 ビーズ 6～7月 隔週木曜 10:00～12:00  

里 山野草を楽しむ 6･9･10･11 月第 2土曜 13:00～15:00  

 邦楽 第 2・4月曜 18:30～20:30 

 書道 第 4木曜 13:00～15:00 
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ル
ー
ム
名 

教室・講座名 実施曜日・時間 実施曜日・時間 

 小さな花の会 第 4木曜 19:00～21:00 

 フラワーアレンジメント 第 3木曜 19:00～21:00 

鷹 書道教室 第 1・3木曜 14:00～16:00 

 書道教室 第 2・4木曜 14:00～16:00 

合 詩吟を楽しむ会 第 1・3土曜 10:00～12:00 

 詩吟 火曜 19:00～21:00 

 ギター 第 1・3月曜 19:00～21:00 

 

(2)人権尊重に関するとりくみ 
区では、昭和53(1978)年に東住吉区人権啓発推進協議会が設立され、連続
学習会やパネル展、講演会を実施して区民への啓発に努めている他、56名の人
権啓発推進員によって、住民が日常生活の中から人権意識を向上していけるよ
う地域での啓発活動が行われています。 
区内の人権文化センターでは、福祉・教育・人権などのいろいろな内容に対
する相談窓口を設ける等、地域のコミュニティセンターとしての役割を果たし
つつ、人権に関する講演会や映画会等の開催を通じて、人権問題への理解を深
める機会づくりをしています。 
また、青少年会館では基本的人権尊重の精神に基づき、小学生から青年まで
を対象に、一人ひとりが個性を伸ばし、人と人の豊かなつながりを築くために、
自主的な活動の支援や、学習・文化・スポーツ・自然体験などの機会提供をし
ています。また、不登校など、青少年が抱えるさまざまな課題について本人や
保護者を支援するため、気軽に相談できる窓口の開設と青少年が安心して過ご
せる居場所を提供する｢ほっとスペース事業｣を実施しています。 

 
 (3)生涯学習関連事業の実施状況 
 区民の多様な生涯学習のニーズに応えるため、区民と区役所が協働で、事業
の企画、立案、運営を行う区民参画の地域協働学習の取組みとして、区の特色
を活かした、地域社会の歴史や文化、まちづくり、環境問題、子育て、人権問
題などをテーマとした事業が展開されています。また、区内の大阪芸術大学短
期大学部、大阪城南女子短期大学と共催で、大学の専門性を生かした区民対象
の生涯学習事業を開催しています。 
 

区内の生涯学習関連施設では、趣味・教養に関する学習や、スポーツ、社会・

家庭生活に関するいろいろな教室が行われています。 



15 

対象別・分野別の事業としては、高齢者を対象に、学習を通じた仲間づくり、
生きがいづくりを目的として、区老人福祉センターで「いちょう学園」を開設
しています。また、早川福祉会館では、障害者の自立と社会参加を促進するこ
とを目的に点字・録音図書の製作・貸出をはじめ、対面読書や点訳・音訳によ
る情報提供事業や点訳・音訳ボランティアの養成事業等を行なっています。 
長居公園内には、陸上競技場(長居スタジアム)があり、Ｊリーグサッカー“セ
レッソ大阪”のホームグランドとして使用されるほか、全国的・国際的な競技
大会やイベントが数多く開催され、大阪市がめざす国際集客都市・国際スポー
ツ都市の重要な拠点施設となっています。同公園内には、自然史博物館、花と
緑と自然の情報センター、長居プールがあり、区民をはじめ、多くの市民に親
しまれています。また、区南部の東住吉スポーツセンター、ラスパOSAKAは
多くの区民に利用されており、スポーツや健康づくりに対する関心が高まる現
代において、これらの施設や実施事業は大いに期待されるところです。 
これらの施設の持つ情報の共有化をはかったり、事業の共同開催等、ネット
ワーク化に向けて、平成10(1998)年 3月に東住吉区生涯学習施設連絡会が発
足しました。今後の生涯学習の推進に欠かすことのできない組織として位置付
けられています。 
 
区内生涯学習施設一覧                   (平成 17年 6月現在) 

 

 東住吉会館 東住吉図書館 
東住吉区老人 

福祉センター 

東住吉子ども・子育

てプラザ(トモノス

東住吉から名称変更) 

所在地 東田辺 2-11-28 東田辺 2-11-28 東田辺 2-11-28 東田辺 2-11-28 

開館 

時間 

9：30～21：30 10:00～19:00 

土･日・文化の日

は～17:00 

10:00～17:00 

 

10:00～21:00 

日は～17:00 

休館日 月曜日 

祝休日の翌日 

年末年始 

月曜日・祝休日 

(文化の日は開館) 

毎月末日・年末年始 
蔵書点検期間 

日曜 

祝日 

年末年始 

月曜日・祝日 

年末年始 

貸室 あり なし なし なし 

対象  どなたでも おおむね 60歳以

上の大阪市民 

どなたでも 

主な 

事業 

コミニュティ協

会の事業 

図書の貸し出

し・閲覧・絵本

の読み聞かせ等 

高齢者対象の相

談事業 

健康の増進や教

養･レクリエーショ

ンに関する事業 

各種の講座や文化・ス

ポーツ・交流行事など

の事業および グルー

プ活動の促進 
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早川福祉会館 自立生活支援 
センター 
「ピア大阪」 

区社会福祉協議
会「さわやかセ
ンター」 

矢田青少年会館 

所在地 南田辺 
1-9-28 

南田辺 
1-9-288 

 矢田 
5-17-16 

開館 
時間 

9:00～17:15 9：00～17：15 9:00～21:00 
土は～17:15 

9:00～21:00 
 

休館日 日曜 
祝日 
年末年始 

日曜 
祝日 
年末年始 

日曜 
祝日 
年末年始 

日曜 
祝日 
年末年始 

貸室 あり 障害者団
体対象 

なし なし あり 

対象 障害者 
 

障害者  事業によって異
なる 

主な 
事業 

障害者の自立と
社会参加の促進
を図る事業 

相談 
自立生活体験 
ピアスクール等 

在宅福祉サービ
ス、各種福祉事
業、ボランティ
アビューローの
運営、地区社協
事業への支援等 

ほっとスペース
事業他 

 

 
 

矢田人権文化 
センター 

東住吉スポーツ
センター 

ゆとり健康創造
館「ラスパ OSAKA」 

長居植物園 

所在地 矢田 
5-8-14 

公園南矢田 
4-30-3 

矢田 
5-4-1 

長居公園 
1-23 

開館 
時間 

9:30～21:00 9：00～21:00 
 

10:00～22:00 
 

9:30～16:30 

休館日 年末年始 月曜・年末年始 
(月曜が祝日の
場合開館し翌日
休) 

月 3日 月曜 
(祝日の場合は
翌日休) 
年末年始 

貸室 あり  なし あり なし 

対象   どなたでも どなたでも 

主な 
事業 

自立支援事業 
人権啓発事業 
市民交流事業 
貸室事業 
 

スポーツ教室 
開放 DAY 等 
 

健康づくりのた
めのプール、温
泉、フィットネ
ス等 

自然から豊かな
情操を養うこと
を目的に各種の
植物とふれあう
場を提供   
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花と緑と自然の
情報センター 

自然史博物館 長居障害者スポ
ーツセンター 

長居ユースホス
テル 

所在地 長居公園 
1-23 

長居公園 
1-23 

長居公園 
1-32 

長居公園 
1-1 

開館 
時間 

9:30～16:30 9：30～16:30 
 

9：30～21:30 
 

チェックイン 15:00 

休館日 月曜 
(祝日の場合は
翌日休) 
年末年始 

月曜 
(祝日の場合は
翌日休) 
年末年始 

水曜 
祝休日の翌日 
(土日の場合は
会館)年末年始 

なし 

貸室   なし  あり 9：00～21:00 

対象  子どもから大人
まで 

どなたでも  
 

主な 
事業 

花と緑に関する
情報提供・相談 
園芸講習 
植物の展示 
 

自然史に関する
資料の収集保管
と展示、調査研
究、普及教育事
業 

障害者がスポー
ツに親しむため
に各種教室・交
流会を実施 

宿泊施設 
各種講習会 
  
 

 

 
 

長居陸上競技
場 

長居プール 長居庭球場 矢田老人福祉セン
ター 

所在地 長居公園 
1-1 

長居公園 
1-1  

長居公園 
1-1 

矢田 5-2-21 

開館 
時間 

9：00～21:00  
 

9：00～21:00 
ナイター 

10:00～17:00 

 4 月～  18:00～ 
6月～8/15 
19:00～ 

8/16～9月 
18:00～ 

10 月～ 17:00～ 

休館日 月曜 
(祝日の場合
は翌日休) 
年末年始 

月曜 
(祝日の場合は
翌日休) 
年末年始 
屋外プールは点
検日を除き夏季
無休  日曜・祝日 

年末年始 

日曜 
祝日 
年末年始 

貸室 あり  なし なし 

対象  子どもから大人
まで 

 おおむね 60 歳以
上の大阪市民 

主な 
事業 

空手教室 水泳教室 
 

テニススクール 高齢者対象の相談

事業 

健康の増進や教
養･レクリエーション
に関する事業 
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(4)団体・グループの現状と課題 

 ①社会教育関係団体 

   東住吉区では社会教育関係団体が中心となり、地域における社会教育事業

の推進に積極的に取り組んでいます。 

区人権啓発推進協議会は、人権問題に関する講演会や講座、啓発資料の配布、

人権に関する絵画や標語のコンクール入賞作品展示などの啓発イベントを開催

するなど、さまざまな角度から啓発事業に積極的に取り組んでいます。また、

青少年指導員連絡協議会をはじめこども会育成連合会やＰＴＡ協議会では、青

少年の健全育成にむけ地域でさまざまな活動を展開しています。青少年福祉委

員連絡協議会は、青少年指導員、こども会、ＰＴＡの活動を補佐するとともに、

地域での社会教育活動に積極的に取り組んでいます。地域女性団体協議会は、

女性の社会参加への促進を目的に開催する女性学級をはじめ、女性のつどいの

開催や社会教育事業に積極的に参画しています。体育厚生協会や体育指導委員

協議会は、区民の生涯スポーツの振興と体力・健康増進を目的に、区民体育大

会・区民レクリエーション大会をはじめさまざまな事業に取り組んでいます。

視聴覚教育協議会は、視聴覚機材の活用を通じて区民の交流をふかめていく目

的で、区民対象の映画会や、視聴覚機器の講習会を開催するなど、視聴覚機材

の活用のための学習・講座に取り組んでいます。 

 東住吉区では、これらの社会教育関係団体で社会教育事業推進会を組織しリ

ーダー養成講座をはじめスポーツ大会や日帰り学習会を開催するなど、各社会

教育関係団体のつながりを深め、相互に協力しあっています。 

 このように、東住吉区の社会教育関係団体は、地域において毎年多くの事業

に取り組んでおり、そのノウハウを活かし区の生涯学習をさらに推進するため

に、平成12(2000)年には東住吉区生涯学習推進区民会議が組織されました。

年１回研修会を開催し、各団体の情報交換や共通認識を深めるほか、区民会議

主催で「親子ペアファミリーマラソン大会」「みんな集まれ!区民書初め大会」な

どを開催し多くの区民の参加を得ています。 

 

 

②グループ・サークル関係 

 東住吉区の公共施設や地域社会福祉会館・老人憩いの家等で活動しているグ

ループの数について調査した結果、平成11(1999)年 12月 1日現在で、270

グループが把握できました。その後、区生涯学習ガイドブック(最新刊 平成

17(2005)年度)作成のために、区民参加のできるグループを再調査したものが

次ページからの一覧表です。 
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   (平成 17 年 6 月現在) 

 グループ・ 

サークル名 

主な 

活動場所 

会
員
数 

備考 

チャンピオン 
バレーボールクラブ 矢田西小学校体育館 13 

９人制ママさん 
バレーボール 

育和キャッスル 育和小学校体育館・白鷺中学
校体育館 15 

ソフトバレー 
ボール 

育和青少年指導委員会 育和小学校体育館 32 
 

白鷺チーム 白鷺中学校 今川小学校 22 
 

東住吉ジュニア 
バレーボールクラブ 湯里小学校体育館 10 小学生６人制 

ス
ポ
ー
ツ 

バ
レ
ー
ボ
ー
ル 

大阪アタッカーズ 長居障害者スポーツセン
ター 25 

シッティング 
バレーボール 

メッツ・クダラ 南百済小学校 東運動場 
中野中学校 40 

 

今林スポーツ同好会 
女子ソフトボール 
（今林レディース） 

今林公園グランド 16 
 

今林スポーツ同好会 白鷺公園 21 
 

育和小学校PTA 
女子ソフトボール部 育和小学校運動場 13 

 

育和小学校PTA 
男子ソフトボール部 育和小学校・白鷺中学校 他 20 

 

育和子供会ソフトボールク
ラブ 育和小学校 15 

育和小学校児童対
象 

ス
ポ
ー
ツ 
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル 

黒潮ヤンガース 矢田西小学校 北運動場 30 野球 

南百済卓球同好会 南百済小学校体育館 30   

育和卓球同好会 育和小学校体育館 20  

白鷺中学校PTA卓球部 白鷺中学校 小体育館 25  

ス
ポ
ー
ツ 

卓
球 

学校体育施設開放事業    
運 営委員会育和連合         
育和卓友会 

育和小学校体育館 30 
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グループ・ 

サークル名 

主な 

活動場所 

会
員
数 

備考 

育和フットボールクラブ 育和小学校運動場 50  ス
ポ
ー
ツ 

サ
ッ
カ
ー 

大阪市サッカースクール     

２００１白鷺Jr 

うるし堤公園グラウンド 

白鷺中学校グラウンド 
80 
幼稚園～小学生

対象 

矢田北スポーツクラブ 矢田北小学校体育館 25  

育和小学校PTA 

バドミントン部 
育和小学校体育館 23  

ス
ポ
ー
ツ 

バ
ド
ミ
ン
ト
ン 白鷺中学PTA 

バトミントン部 
白鷺中学校体育館 34  

今林友愛会 

グランドゴルフサークル 
今林公園 16 グランドゴルフ 

今川さわやかクラブ 今川公園広場 100 
ストレッチ・体

操・太極拳等 

白鷺町会有志会 

 (白鷺公園愛護会) 
白鷺公園 300 

体操(ラジオ体操

等) 

バイソンズ 白鷺中学校グラウンド 48 
アメリカンフット

ボール 

OX(オックス)クラブ 白鷺中学校 45 ラグビー 

わーわーず (大阪長居公

園伴走練習会) 
長居公園周回コース 70 

視覚障害者の方の

マラソンと伴走ラ

ンナーの育成 

育和ミニバスケットボー

ルクラブ 
育和小学校体育館 52 バスケットボール 

育和こども会 キック 

ベースボールチーム 
育和小学校グラウンド 30 

キックベースボー

ル 

ス
ポ
ー
ツ 

そ
の
他 

ジャザサイズサークル 東住吉スポーツセンター 12 
洋楽に合わせてエ

クササイズ 
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グループ・ 

サークル名 

主な 

活動場所 

会
員
数 

備考 

サンライズ 鷹合会館 13  

踏美会 鷹合会館 5  

鷹合ダンス同好会 鷹合会館 25  

社
交
ダ
ン
ス 

芙容ダンスサークル 今川学園 隣保館 0  

コーラス かえるの子 鷹合会館 30  

湯里ブラスバンド サンフォニー鷹合 45  

歌笑会 中山製鉄所集会所 20  

鷹合長寿会 カラオケ部 鷹合会館 20  

シニアカラオケ同好会 鷹合会館 30  

音
楽 

イングリッシュ 

ハンドベルサークル 
講師宅 25  

文の里 荒倉会 鷹合会館 8 民謡・新舞踊 

舞踊愛好会 鷹合会館 6  

長寿会 民謡おどり 鷹合会館 11  

民謡同好会 鷹合会館 25  

日本詩吟学院岳風会認可     

大翔岳風会 
育和社会福祉会館   

伝
統
芸
能 

大正琴 琴緑会 育和社会福祉会館 9  

育和まちづくりの会 育和社協福祉会館 20 まちづくり 

育和緊急ネット  60 地域の防犯活動 

東住吉精神保健福祉 

ボランティアグループ  

「ねの会」 

NPO法人ウィルハート他 18 

作業補助 

弁当の調理補助 

作業所の文化活動

に参加 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

ハートフレンド こどもの家ハートフレンド 600 
育児サポート 
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 (5)人材育成の現状と課題 

 ①社会教育関係団体による指導者・リーダーの養成 

 東住吉区では、10年以上前から救急法や16㎜映写技師、体育指導委員指導

者研修等、社会教育リーダーの養成講座を開講し、指導者・リーダーの育成に

努めてきました。しかしながら、社会教育関係団体の役員改選にともなって指

導者のメンバーが一部を除いて毎年変わっていくために、指導者・リーダーと

してなかなか定着しない現状にあります。 

 

 ②なでしこ支援人材バンク 

平成 12(2000)年度に策定された区生涯学習計画に基づき「なでしこ支援人

材バンク」が開設されました。 

 平成 10(1998)年の新学習指導要領による「総合的な学習時間」の実施、平

成14(2002)年から学校完全週5日制の実施など、公立小・中学校においては、

地域や学校、子どもたちの実態に応じた特色ある教育活動を行うことが求めら

れています。これに応じて、地域全体で子どもとかかわるために、子どもと一

緒に活動し、学科外教育を支援してくれる地域ボランティアを活用するために

開設されました。多趣多芸に秀でた人材はもちろんのこと、有資格者でなくて

も、昔遊びの名人、趣味として培った得意技、仕事を通じて身につけた技術な

どを活かしたボランティアが 51 名登録されています。現在では、子どもだけ

 グループ・ 

サークル名 

主な 

活動場所 

会
員
数 

備考 

パッチワーク教室 鷹合会館 0  

今川子ども写真クラブ 今川地域振興センター 20 
今川小学校区の 

小中学生対象 

東住吉フォトガンバ 東住吉会館 15  

東住吉 

フォトグループ９０１ 
東住吉会館 23 

 

フォトＭ&Ｇ 

東住吉秀光支部 
今川地域振興センター 

18 

1s 

 

そ
の
他 

教
養
な
ど 

English Club ラスパOSAKA 6  
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でなく、成人の学習活動や地域の交流会での発表といった分野に関しても依頼

が増え区民に親しまれています。 

 

 ③生涯学習ボランティア 

平成５(1993)年から全市的に養成のはじまった生涯学習推進員は、生涯学習

ルーム事業において、地域社会における生涯学習を推進するコーディネーター

として区民と生涯学習ルームをつなぐ役割を果たし、平成17(2005)年度には、

55名が生涯学習ルーム事業の企画・運営に携わっています。生涯学習フェステ

ィバルや区民文化祭等で中心となって活動する他、平成10(1998)年から始ま

った生涯学習推進員自らによる企画「区民大学」も毎年100名前後の区民が参

加し好評を博しています。 

 



24 

第 3章 基本的視点 

 

1 ｢人間尊重｣をめざす生涯学習とまちづくり 

 

人権について、世界人権宣言(昭和 23(1948)年 国連総会にて採択) で「す

べての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等で

ある」と謳われ、日本国憲法(昭和 22(1947)年)においても「国民は、すべて

の基本的人権の享有を妨げられない」 「すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関

係において、差別されない」と明記されています。大阪市では平成11(1999)

年に「大阪市人権行政基本指針」、平成17(2005)年に「大阪市人権教育啓発・

推進計画」が作成され、行政や教育のすみずみにいたるまで、人権尊重の視点

から施策を推進しています。 

 上記の「大阪市人権行政基本指針」の中で「自らの人権について学び、自ら

の権利を行使することに伴う責任を理解し、他の人々とともに問題の解決に取

り組み、それを通じて人権が尊重されるまちづくり」が基本的な考え方として

挙げられ、「生涯学習大阪計画」の中ではその基本理念「自律と協働の生涯学習

社会」づくりと意味を同じくするとされています。 

区で行う生涯学習についても、個人の能力の向上を目指すだけではなく、地

域社会を構成するもの同士として、違いを認め、お互いを尊重しあう精神を身

につけ、人権感覚を磨くことのできる学習活動が求められます。市民一人ひと

りが互いに尊重しあい、地域に愛着をもって、ともに暮らし、ともに支えあう

コミュニティを形成し心豊かにすごすことのできる社会づくりが、すなわち人

権尊重のまちづくりといえるのではないでしょうか。 

  

区内には人権啓発に取り組む団体として「東住吉区人権啓発推進協議会」が

あり、人権文化センター、青少年会館など、地域ごとや、対象別に啓発活動が

進められています。それに加えて、今後、他の社会教育関連団体や生涯学習施

設との連携を図り、区民に提供するあらゆる生涯学習の機会をとらえ、人権教

育や啓発を進めていくことが必要です。 
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2  自律と協働・パートナーシップによる生涯学習の推進 

 

市民が主体となって、自らの暮らしやコミュニティのありかたについて考え、

よりよくするために行動する機運が生まれてきています。 

平成 16(2004)年度に行われた「大阪市内 NPO 法人等実態調査報告書」に

よれば、大阪市内のNPO法人の数は5年前と比べると8倍に増えており、そ

の活動分野は「福祉」、「保健・医療」、「地域・まちづくり」、「環境保全」、「子

ども」が過半数を占めています。そして行政との協働についても、「公共サービ

スでは対応しきれないサービスを提供していく役割」「市民の社会参加を促進す

る役割」「地域の課題やニーズの解決に主体的に取り組む役割」を果たしている

と回答したNPO法人が過半数を占めています。 

生涯学習についても、行政側が目標設定や学習環境の整備をし、「来てくださ

い」と市民の参集をもとめるといった従前のスタイルにとどまらず、市民自ら

学習課題を見つけ目的を持って学習活動をしていこうという動きがあります。

行政として、これらの市民と協働して、よりニーズに合った学習機会を提供し

ていくことは重要な課題となっています。 

 

東住吉区内には、桑津、北田辺、南田辺、針中野、住道矢田などに古い集落

の名残があり、その中に神社や寺院、旧跡の碑が多く残されています。これら

の歴史的遺産はいずれも地元の人たちによって管理、顕彰され、区外から訪れ

る人にも気軽に歴史の息吹に触れていただけるスポットとなっています。地域

に守られ生かされてきた歴史的遺産を、区内の教育資源として活用し、区民と

しての誇りと郷土愛を育てるとともに、地域から生涯学習情報として発信して

いくための支援が必要です。 

 

区域の多くが住宅地としての開発が進むなかで、区民が自然に親しむ環境と

しては区の南側を流れる大和川、近年整備が進んだ今川緑道、今川のせせらぎ

などのほか、65.7 ヘクタールの市内有数の面積をほこる長居公園があります。

同公園内には陸上競技場等のスポーツ施設の他、自然史博物館や花と緑と自然

の情報センターがあり、区外から訪れる人も多く、自然や緑化について学ぶこ

とができます。 

大阪市では平成12(2000)年に緑の基本計画が策定され、そのなかで、都市

緑化政策の一環として大和川を位置付けています。大和川は、かつて水質汚染

が全国でもっとも悪化していた時期もありましたが、平成16(2004)年度に41

年ぶりに環境基準レベルをクリアするなど、好転のきざしが見えてきました。

市民による自然観察会が行われたり、他の自治体やNPOによる環境保護の活動
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がさかんでもあるので、このような動きと連携し、生涯学習活動のなかで環境

について区民が考える機会を増やしていくことが必要です。 

 

区内においても、年齢別人口構成は、少子化・高齢化がより進んだ状況にあ

り、子どもや高齢者をめぐる状況は大きく変わってきています。 

高齢者をきめ細かく見守るために、近隣・町内・地域が助け合いの輪をつく

り、日常生活を適度に支援するとともに、高齢者の自立を側面から手助けする

ための地域支援体制(たすけあいシステム)が市内でいち早く整備されており、ボ

ランティアの社会福祉委員がシステムの要として、大きな役割を担っています。 

 

また、子育てに関する情報が氾濫する一方、少子化にともない、子どもたち

が社会性を身につける機会が減る一方で、子どもが巻き込まれる犯罪・児童虐

待の問題は増加しています。 

このような中、学校、地域、家庭が連携し、小学校を拠点に人々のつながり

によって子どもを育んでいく「教育コミュニティづくり」として「小学校区教

育協議会-はぐくみネット」事業が平成14(2002)年度から始まりました。 

 

市民ボランティアによる「『はぐくみネット』コーディネーター」を中心に、

関係機関や団体、学校などで協議会を組織して、休日や放課後に子どもとおと

ながともにまなび交流する場の拡充を促進するなどの活動を行っています。「は

ぐくみネット」は平成19(2007)年度には市内全２９６小学校区で実施予定で

す。 区内では13校区で実施されており、今後は全校区で実施をめざしていま

す。 

この「教育コミュニティづくり」の役割のひとつである「子どもの安全確保」

について、区役所の地域担当制度を活用し、警察、町会やPTAと協働で｢子ど

もの安全見廻り隊｣が組織されているほか、平成18(2006)年度から区役所で

｢地域安全対策業務｣として、各地域担当制度に加え、従前から地域に密着した

業務を担ってきた技能職員を配置しその技能や経験を地域の安全対策に生かす

取り組みが始まります。 

 

小学校区というコミュニティづくりの基礎単位ともいえる、最も身近な日常

生活圏を中心に、各種団体の活動や、「はぐくみネット」によって地域の力を活

用し、子どものみならず、若者やその親世代にとっても、地域の一員として自

らの学びを生かしたネットワーク作りに参画していけるよう、学習プログラム

の関連付けを行い、各種団体や施設、区役所内の各部署と連携していく必要が

あります。 
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3  「市民力」の育成～自ら考え行動する市民への支援と協力 

 

区内には、長く住み続けてきた人、新しく住むことになった人などさまざま

な住民がいます。学習について、時間的なゆとりがなかったり、区内とはいえ

学習が行われる場所まで行けない事情のある人もいます。少しでも多くの人た

ちに生涯学習について理解を深めてもらうには、今まで学習情報や学習機会か

ら遠かったこのような人たちにも、それらが届くように心がけていかなければ

なりません。 

 

情報化が進み、生涯学習情報について、平成14(2002)年度から「大阪市生

涯学習情報提供システム」によって講座やイベント、施設の情報がweb 上から

入手できるようになりました。また東住吉区でも 平成 14(2002)年 3月から

区のホームページが整備され、web 上で区の情報を見ることができるようにな

りました。時間を問わず最新の情報にアクセスできるインターネットの必要性

は今後ますます高まると思われます。発信についても、区民との双方向での情

報のやりとりも視野にいれ、インターネットの活用について考えていきます。 

高齢化社会の進展にともない、高齢者の学習ニーズや学習課題も変化してき

ています。未だ、生涯学習=高齢者が余暇を利用しての学習と捉えられるむきも

ありますが、高齢者の学習活動とその目的が、単に生きがいづくりにとどまる

のではなく、地域社会の中での役割を果たすために役立ち、地域社会をどのよ

うに活性化していけるかを中心にすえ、高齢者の学習成果の活用を含めて考え

なければなりません。今後、「定年後」を迎える団塊の世代の人たちが地域に戻

ってきますが、経済発展にその能力を発揮した高齢者の、新たな能力開発とと

もに、その知識や経験を子どもたちや若者層に継承してもらうためのとりくみ

が必要です。 

 

世界人権宣言(昭和 23(1948)年)、国際人権規約の批准(昭和 54(1979)年)

と、20世紀は、人権問題について関心が高まり、世界の人々が行動を起こした

世紀でもありました。今日では人権に対する意識も向上してきたといえますが、

今なおさまざまな形で差別や偏見にとらわれた人権問題が存在することも事実

です。大阪市では、｢大阪市人権教育のための国連 10 年行動計画｣(平成

9(1997)年)「大阪市人権教育・啓発推進計画」(平成 17(2005)年)を策定し、

各施策のなかに人権尊重の視点を取り入れ、教育や研修の機会ごとに啓発に努

めた結果、人権問題に対する知識は深まりましたが、今なお残る人権問題の解

決のために、さらに自ら考え、行動する市民の育成が必要です。 

そのためには、「知識・技術等の学習」「社会への参加（地域活動やＮＰＯ活
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動への参画）」「課題解決のための提案・行動」がひとつの連続した流れとなり、

市民一人ひとりの学習と行動を結び、循環させていくような学習を支援する必

要があります。 

本当に成熟した市民社会とは、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちが、

その個性をいかしながら、自己の資質を地域社会に還元しその一員として自己

実現をしていく姿にあるといえます。そのためには、市民の主体的な学習や活

動を支援することを基本とし、自ら課題解決のために考え提案できる力、主体

的に生きるための力、自己実現のための力といった「市民力」を育成していく

ことが必要です。 

生涯学習は、この｢市民力｣の育成と、｢市民力｣を身に付けた人々同士をつな

ぎ、地域社会を形成していく支援をする役割を担うべきと考えます。 

 

 

主体的な

「まなび」 

社会への参画 

（仲間との相談、活

動のこころみ） 

新たな問題の

気づき 

まちづくり 

（自律と協働の社会の実現） 

・情報提供 

・学習機会提供 

・指導者養成・

派遣 

 

・学習・活動の場の提供 

・人・団体のコーディネ

ート 

・日常的な相談対応・支

援・助言 

体験型・ 

問題発見型 

の学習機会 

の提供 

・相談対応 

・地域資源の紹介 

・企画や提案、発想

転換、合意形成な

どの能力向上を

支援する学習機

会の提供 

しくみづくり 
（市民の主体的な学習と活動の支援） 

ひとづくり 
（「生きる力」を

身につけるため

の学習機会の保

障） 

★市民力養成 
・自己教育力 
・コミュニケーション能力 
・ライフプランニング能力 
などの習得のための学習機
会の提供 

・学校教育における基礎教
育の充実 
・成人基礎教育機会の提供 
・識字学級、日本語教育機
会の提供 
・情報リテラシー向上施策 

「まなび」と 

「行動」の循環 

（サイクル） 

基本理念：「自律と協働の社会」をつくる生涯学習の推進 

解決に向けた

提案、市民自治

的な判断 
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第4章 具体的重点施策 
 

1  区生涯学習の充実に向けて 

(1)生涯学習活動への理解を深め成果を生かすために 

「生涯学習」の大きなポイントの一つとして、「いつでも」「どこでも」「誰で

も」学習に取り組むことができる点が挙げられます。現在も多くの人々が生涯

学習活動に取り組んでおり、その学習ニーズに応えることが行政の責務です。

ですが、それだけでは充分とはいえません。その学習成果を、自分のみならず

他者をも尊重する社会の形成に役立ててこその生涯学習だといえます。 

区民が生涯学習への理解を深めていくためには、学習の機会や方法を工夫し、

あらゆる区民が学習活動に取り組むことができるものにし、その成果を地域社

会に生かせるような学習者と地域とのつながりが重要です。生涯学習活動を推

進し、地域における区民の自己実現と貢献を、地域の活性化につなげていくこ

とができるよう支援していきます。 

 

(2)生涯学習活動のより一層の浸透 

東住吉区は、昼間人口<夜間人口であるため、昼間や平日は区外に出ている人

が多いと考えられます。このような人のために、平日夜間や週末に生涯学習事

業の機会を設定します。 

また、障害者や高齢者、未就学の子どもをもつ層など、区内とはいえ自宅か

ら離れにくい区民の生涯学習の機会として、学習を必要としている場へ、「活動」

そのものを届ける｢出前｣的生涯学習事業を行います。｢出前｣的生涯学習事業を

実施する際には、｢保健福祉にかかわる出前講座・出前相談｣との連絡調整も図

り、地元町会をはじめ、地域で活動している団体、学校などと連携し、きめこ

まかな学習情報の提供と学習ニーズの把握を行った上で、事業を実施します。 

 

2  生涯学習とまちづくり 

(1)さまざまな場面での生涯学習を 

現在、区内には各種社会教育関係団体が活動しており、行政と協働関係にあ

ります。また市民の自主サークルやNPO法人の活動も活発です。このような団

体、また区内の法人や学校がもつ学習資源を活用し、生涯学習事業を進めます。

これらの地域社会で活動する人々を｢地域コミュニティ｣の担い手と位置付け、

｢地域の教育力｣向上のためにその資質を活用できる機会作りをします。 

「人権尊重のまちづくり」への道は生涯学習からという観点のもと、人権啓

発の重要性を訴えつつ、各種団体の研修の機会に、｢市民力｣の育成を重要視し

た学習プログラムを考え実施するとともに、地域の実情に合わせ、参加者の意

見をとりいれ、プログラムの一層の充実を図ります。 
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(2)まちづくりから見た学習資源 

｢区未来わがまちビジョン｣や「区地域福祉アクションプラン」を視野に入れ、

関係各部署と連携し、まちづくりに生涯学習の視点を活かせるようにします。

事業の共催などの他、これまで蓄積した学習情報や区民からの学習相談をもと

に、学習内容・方法を提案します。 

社会的・現代的課題を市民とともに解決するときの単位であり、コミュニテ

ィづくりの基礎単位としての小学校区において、地域振興会との連携に力を入

れ、地域担当制度を活用して、きめ細やかな情報を収集し、小学校区単位での

生涯学習事業の推進に役立てます。地元の、生涯学習ルーム事業への理解を深

めるため、環境美化や河川の景観アップなどの地元での取り組みに、生涯学習

ルーム事業参加者が協力したり、生涯学習ルーム事業の運営に地元住民の参画

を求めていきます。 

また小学校区単位での生涯学習をさらにすすめるため、生涯学習ルーム事業

に尽力してきた生涯学習推進員が、生涯学習ルーム事業をはじめ、その他の地

域での生涯学習事業についてもコーディネート力を発揮できるよう働きかけま

す。「教育コミュニティ」づくりの推進の中心的役割を果たす生涯学習推進員や

「はぐくみネット」コーディネーターをはじめ、｢教育コミュニティ｣関連各事

業の連絡調整を行い、地域の中で｢市民力｣を発揮できるよう支援します。 

 

(3)歴史と文化を活かした生涯学習 

区内に数多く残る史跡や趣きのある町並み、また大和川などの自然や区南部

の田園風景について、保存や活用が求められています。他区にはない｢東住吉区

らしさ｣を活かし、区民にその魅力や大切さをアピールできるような企画を考え

ます。また学習を通じて、区民自らがこのような｢区の文化的な財産｣について、

情報を発信できる機会づくりをします。 

また区内には、高等専門教育機関として二つの短期大学がありますが、連携

して、専門性を生かした生涯学習活動についてさらに充実を図っていきます。 

 

3  双方向での学習情報の発信と活用 

(1) 生涯学習にかかわる人材の活用 
区内各種団体の指導者対象に研修会を行い、生涯学習について団体内や地元

での理解を深めるようにします。また、各団体がそれぞれの分野から生涯学習

に関して、意見や要望、またその団体の特性を活かした｢できること｣を提言す

る機会を設け、情報を共有するととともに、生涯学習に関する各団体のネット

ワークづくりをします。 

また、なでしこ支援人材バンクの一層の活用を目指し、当初の、学校での総
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合的な学習の時間への人材の提供という目的を拡充し、生涯学習やまちづくり、

交流のための人材育成を図ります。 

 

(2) 学習情報の掘り起こしと伝達 
区役所には多くの学習相談が寄せられる一方で、市民団体から、事業の周知

のチラシ設置依頼があるなど、学習情報の集積地としての役割を期待されてい

ます。学習ニーズが高度化し多岐にわたる今日、区民の立場に立った確実な情

報の把握と迅速な情報の発信が必要です。 

現在発行中の生涯学習情報誌に区民から公募した編集ボランティアを導入し、

実際に生涯学習の現場を体験した感想や意見などを記事として発信するととも

に、区民からの視点を活かして、学習情報の収集に関しての協力を求めます。 

また、この情報誌は、生涯学習施設情報を発信していますが、区では各施設の

情報集積・発信にとどまらず各施設間で連携し、それぞれの特長を生かした事

業のありかたについて連絡調整を密にしネットワークを強化します。 

｢区経営企画会議｣にも、生涯学習の立場から参画し、区民の生活に密着した

事業のあり方について提言します。 

 

(3) 「地域をささえる『まなび』づくり」 
多様な人々が暮らす地域社会の中で、生涯学習活動によって生み出された市

民・区民の「自分にできること」「したいこと」が、地域にとって有用であり、

市民・区民にとっては地域での生きがいとなるような活動成果が求められます。 
生涯学習活動を進める中で、新たな生活課題や問題点を発見し、その解決の

ためにどう学習し行動につなげていくかを考え、それを地域で共有するために

は市民・区民のネットワークを活用し、その中から新たな学習活動を自発的に

進めるという、地域単位で循環していく生涯学習社会の実現をめざします。 
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